
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

告

示

○
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
編
入
に
伴
う
字
区
域
の
変
更

(

市

町

村

振

興

課)

…

�

○
救
急
病
院
の
設
置

(

医
療
薬
務
課)

…

�

○
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

(

商
工
政
策
課)

…

�

○
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
よ
る
免
状
交
付
事
務
の
委
託
(

資
源
エ
ネ

ル
ギ
ー
課)

…

�

○
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
免
状
交
付
事
務
の
委
託

(

同

)

…

�

○
地
方
卸
売
市
場
の
所
在
地
及
び
開
設
者
の
名
称
の
変
更

(
総
合
販
売

戦

略

課)

…

�

○
卸
売
業
者
の
卸
売
業
務
を
行
う
地
方
卸
売
市
場
の
所
在
地
の
変
更

(

同

)

…

�

○
道
路
の
区
域
の
変
更

(
道

路

課)

…

�

○
道
路
の
供
用
の
開
始

(
同

)

…

�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
二
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(
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十
和
田
県
土

整
備
事
務
所)

…
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告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
十
二
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
内
町
長
か
ら
平
内
町
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
こ
の
土
地
を
平
内
町
大
字
土
屋
字
鍵
懸
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九

条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
土
屋
字
鍵
懸
一
の
二
、
二
の
地
先
公
有
水
面
埋
立
地

六
九
五
・
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
三
百
十
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
十
四
号

計
量
法

(
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定

計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

弘
前
病
院

弘
前
市
大
字
富
野
町
一

平
成
二
十
年
四
月
五
日
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( )青 森 県 報平成17年４月６日 水曜日 第2462号 2

実

施

期

日

実

施

場

所

検
査
対
象

区

域

平
成
十
七
年

午
前
十
時
か
ら

五
月
九
日

正
午
ま
で

中
郷
公
民
館

黒
石
市

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

六
宝
館

午
前
十
時
か
ら

五
月
十
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

黒
石
市
農
業
協
同
組
合

山
一
支
所

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

〃

津
軽
山
形
支
所
倉
庫

午
前
十
時
か
ら

五
月
十
一
日

午
前
十
一
時
ま
で

〃

浅
瀬
石
支
所

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

黒
石
市
役
所
車
庫

午
前
十
時
か
ら

五
月
十
二
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら

五
月
十
三
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら

五
月
十
六
日

正
午
ま
で

近
川
集
会
所

む
つ
市

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

関
根
浜
漁
民
研
修
セ
ン
タ
ー
北

関
根
分
館

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
七
日

午
前
十
時
三
十
分
ま
で

城
ケ
沢
地
区
集
会
所

午
前
十
一
時
か
ら

〃

正
午
ま
で

む
つ
市
学
習
セ
ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

海
上
自
衛
隊
大
湊
総
監
部

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
八
日

正
午
ま
で

む
つ
市
中
央
公
民
館

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

む
つ
市
役
所
本
庁
舎
車
庫

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
九
日

正
午
ま
で

イ
ベ
ン
ト
広
場

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
日

正
午
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら

五
月
二
十
三
日

正
午
ま
で

小
泊
漁
業
協
同
組
合

中
泊
町

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

下
前
漁
業
協
同
組
合

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
四
日

正
午
ま
で

中
泊
町
役
場
小
泊
支
所
裏

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

津
軽
北
部
農
業
協
同
組
合

内
潟
支
店
第
六
号
倉
庫

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
五
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

〃

武
田
支
店
第
五
号
倉
庫

午
前
十
時
か
ら

五
月
二
十
六
日

正
午
ま
で

中
央
公
民
館
車
庫

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら

五
月
二
十
七
日

正
午
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

五
月
三
十
一
日

正
午
ま
で

鶴
翔
農
業
協
同
組
合

鶴
田
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー

鶴
田
町

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

〃

水
元
支
店
倉
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
一
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

鶴
田
町
役
場
車
庫



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
十
五
号

高
圧
ガ
ス
保
安
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号)

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
同
項
に
規
定
す
る
免
状
交
付
事
務

(

以
下

｢

免
状
交
付
事
務｣

と
い
う
。)

を
平

成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
委
託
し
た
の
で
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令(

平
成
九
年
政
令
第
二
十
号)

第
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

委
託
に
係
る
免
状
交
付
事
務
の
内
容

乙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
丙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
機
械
責
任
者
免
状
、
第
二
種
冷
凍
機

械
責
任
者
免
状
、
第
三
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状
、
第
一
種
販
売
主
任
者
免
状
及
び
第
二
種
販
売

主
任
者
免
状

(

以
下

｢

免
状｣

と
い
う
。)

の
交
付
申
請
書
の
受
付
、
免
状
の
作
成
及
び
送
付
そ

の
他
免
状
の
交
付
に
関
す
る
こ
と

(

免
状
の
再
交
付
及
び
書
換
え
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。)

。

二

委
託
に
係
る
免
状
交
付
事
務
を
処
理
す
る
場
所

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
の
九

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

青
森
県
告
示
第
三
百
十
六
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百

四
十
九
号)

第
三
十
八
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
同
項
に
規
定
す
る
免
状

交
付
事
務(

以
下｢

免
状
交
付
事
務｣

と
い
う
。)

を
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
委
託
し
た
の
で
、

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

昭
和
四
十
三
年
政
令

第
十
四
号)

第
七
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

委
託
に
係
る
免
状
交
付
事
務
の
内
容

液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状

(

以
下

｢

免
状｣

と
い
う
。)

の
交
付
申
請
書
の
受
付
、
免
状
の

作
成
及
び
送
付
そ
の
他
免
状
の
交
付
に
関
す
る
こ
と

(

免
状
の
再
交
付
及
び
書
換
え
に
関
す
る
こ

と
を
含
む
。)

。

二

委
託
に
係
る
免
状
交
付
事
務
を
処
理
す
る
場
所

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
の
九

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
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午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
日

正
午
ま
で

い
た
や
な
ぎ
農
業
協
同
組
合

沿
川
支
所
倉
庫

板
柳
町

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

〃

小
阿
弥
支
所

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
三
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

板
柳
町
公
民
館

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
六
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

太
田
分
館

五
所
川
原

市

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

旧
市
浦
村
役
場
十
三
出
張
所

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

〃

脇
元
出
張
所

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
七
日

正
午
ま
で

五
所
川
原
市
市
浦
庁
舎
車
庫

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

津
軽
北
部
農
業
協
同
組
合

川
倉
出
張
所

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
八
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

〃

喜
良
市
出
張
所

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
九
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

嘉
瀬
分
館

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
十
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

芦
野
公
園
バ
ッ
テ
リ
ー
カ
ー
倉

庫



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
十
七
号

次
の
地
方
卸
売
市
場
の
所
在
地
及
び
開
設
者
の
名
称
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、

青
森
県
地
方
卸
売
市
場
条
例

(

昭
和
四
十
七
年
四
月
青
森
県
条
例
第
二
十
六
号)

第
二
十
四
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
十
八
号

次
の
卸
売
業
者
の
卸
売
業
務
を
行
う
地
方
卸
売
市
場
の
所
在
地
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ

た
の
で
、
青
森
県
地
方
卸
売
市
場
条
例

(

昭
和
四
十
七
年
四
月
青
森
県
条
例
第
二
十
六
号)
第
二
十

四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
五
月
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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地

方

卸

売

市

場

区
分

名

称

所

在

地

開
設
者
の

名

称

取
扱
品
目

の
部
類

変
更
年
月
日

変
更
前

下
北
郡
大
畑
町
大
字

大
畑
字
湊
村
一
六
五

下
北
郡
大
畑
町
大
字

大
畑
字
湊
村
一
九
一

下
北
郡
大
畑
町
大
字

大
畑
字
中
島
四
の
二

大
畑
町

変
更
後

地
方
卸
売
市
場

大
畑
町
魚
市
場

む
つ
市
大
畑
町
湊
村

一
九
五
の
二

む
つ
市

水
産
物
部

平
成
��

･

�･

��

卸

売

業

者

卸
売
業
務
を
行
う

地
方
卸
売
市
場

区
分

名
称

住

所

名

称

所

在

地

取
扱
品
目

の
部
類

変
更
年
月
日

変
更
前

下
北
郡
大
畑
町

大
字
大
畑
字
湊

村
一
九
一

変
更
後

青
森
県

漁
業
協

同
組
合

連
合
会

青
森
市
安
方

一
丁
目
一
の

三
二

地
方
卸
売

市
場
大
畑

町
魚
市
場

む
つ
市
大
畑
町

湊
村
一
九
五
の

二

水
産
物
部

平
成
��

･

�･

��

１ 図
面
番
号

国

道

道
路
の

種

類

二
八
〇
号

路
線
名

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
阿
弥
陀
川
字
汐
干
一
〇
六
の
二
か
ら

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
阿
弥
陀
川
字
汐
越
二
〇
二
の
二
ま
で

変

更

の

区

間

後 前
変
更
の

前
後
別

一
六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
六
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
九
・
二
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
九
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

七
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

七
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
五
月
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ひ
ろ
さ
き
未
来

三

代
表
者
の
氏
名

福
士

昌
治

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
松
森
町
六
六
の
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
に
基
づ
き
、
不
特
定
多
数
の
市
民
に
対
し
て
、

人
に
優
し
い
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
雇
用
の
場
の
提
供
等
に
よ
る
就
労

支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
が
心
身
と
も
に
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
実
感
で
き
る
優
し
さ

と
安
ら
ぎ
の
あ
る
社
会
を
構
築
し
、
地
域
福
祉
の
向
上
と
雇
用
機
会
の
拡
充
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
弘
前
岳
鰺
ケ
沢
線

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
芦
萢
町
字
響
滝
六
八
の
一

か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
芦
萢
町
字
響
滝
無
番
ま
で

平
成
��･

�･

�

２

県

道

青
森
浪
岡
線

青
森
市
大
字
浦
町
字
奥
野
二
七
七
の
三
か
ら

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
六
九
の
二
ま
で

後 後 前

八
・
三
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
四
・
一
三
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
八
六
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

四
二
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
二
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル



( )

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

弘
前
舗
装
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

澤
田

博

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
石
川
字
中
川
原
二
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特－

一
一)

第
二
四
二
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
ほ
装
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
三
月
二
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

共
栄
舗
装
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

憲
宜

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
緑
ケ
丘
一
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特－

一
一)

第
二
三
九
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

ほ
装
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
二
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
八
木
橋
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

八
木
橋

誠
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
田
代
字
神
田
一
〇
四
の
二
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
五)

第
二
〇
〇
一
七
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
鋼
構
造
物
、
塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た

こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の

規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
モ
沢
向
一
三
の
一
三
〇
、

一
三
の
一
三
一
、
一
三
の
一
九
〇
、
二
四
の

一
五
、
二
四
の
一
六
、
二
四
の
二
二
、
二
五

の
一
、
二
五
の
三
、
二
五
の
一
〇
、
二
五
の

一
三
か
ら
二
五
の
一
五
ま
で
及
び
二
九
の
五

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
八
百
刈
三
九
の
三

株
式
会
社
よ
こ
ま
ち



( )

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
共
同
設
備
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

宮
古

美
作
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
南
山
二
丁
目
五
〇
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
二)

第
四
九
八
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
二
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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